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資料１－４



滋賀支部の健康保険料率

９.８９％ （現行9.73％から+0.16％）

介護保険料率（全国一律）

１.６０％ （現行1.82％から▲0.22％）

○ この改定による保険料負担は、令和6年3月分から健康保険料が月240円増、介護保険料が月330円減となる。

（標準報酬月額30万円の被保険者１人当たり、労使折半後）

１.滋賀支部の令和６年度保険料率について（見込み）
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〇令和６年度 都道府県単位保険料率のポイント

・本部運営委員会において、平均保険料率10.00％維持が決定

・健康保険料率に反映するインセンティブ分の加算は0.01％

・変更時期は令和６年3月分（令和６年4月納付分）



医療給付費に
ついての調整前の
所要保険料率

調整(b) 医療給付費に
ついての調整後の
保険料率

所要保険料率
保険料率

(精算反映後・インセンティ
ブ反映前）

保険料率
(精算・インセンティブ反映

後）年齢調整 所得調整

(a) (a+b) (a+b+4.60) (c) (d)

全 国 5.40 － － 5.40 10.00 10.00 10.00

滋 賀 5.32 0.07 ▲ 0.14 5.26 9.86 9.88 9.89

○上記数値は震災に伴う波及増の告示額が未確定（令和6年１月下旬頃確定する予定）であること等から、現時点において暫定版である。

（単位：％）

（注） ・ 所要保険料率は、医療給付費についての調整後の保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.51%）、前期高齢者納付金等（3.43%）、保健事業費等（0.68%）、

その他収入（▲0.02%）に係る合計の保険料率（4.60%）を加算したものである。

・ 保険料率(c)は、所要保険料率には含まれていない、令和4年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分を含めて算定したものである。

・ 保険料率(d)は、保険料率(c)に、インセンティブ制度による支部毎の加減算額にかかる料率を含めて算定したものである。

・ インセンティブ制度の加算額は、令和4年度の支部総報酬額の実績に0.01％を乗じて計算するため、これを令和6年度総報酬額の見込みで除した料率換算値は（端数も込めてちょうど）

0.01％になるとは限らない。減算額も支部総報酬額の実績に基づき算定するため、料率換算値は12月4日に行われた運営委員会のインセンティブに係る資料（資料4）の「令和4年度

（4月～3月確定値）のデータを用いた試算」における減算する率と一致するとは限らない。

《参考》滋賀支部保険料率の推移

医療給付費に
ついての調整前の
所要保険料率

調整(b) 医療給付費に
ついての調整後の
保険料率

共通料率 所要保険料率
保険料率

(激変緩和措置後）
(精算除く）

保険料率
(激変緩和措置後）
(精算含む）

保険料率
(精算・インセンティブ

反映後）年齢調整 所得調整

(a) (a+b) (a+b+共通料率) (c) (d)

令和5年度 5.22 0.07 ▲ 0.15 5.14 4.64 9.78 - 9.72 9.73

令和4年度 5.20 0.07 ▲ 0.15 5.12 4.71 9.83 - 9.85 9.83

令和3年度 5.22 0.05 ▲ 0.15 5.13 4.71 9.84 - 9.82 9.78

令和2年度 5.15 0.06 ▲ 0.13 5.08 4.73 9.81 - 9.79 9.79

令和元年度 5.10 0.06 ▲ 0.13 5.03 4.82 9.85 9.87 9.87 -

平成30年度 5.05 0.05 ▲ 0.10 4.99 4.83 9.83 9.88 9.84 -

平成29年度 5.11 0.04 ▲ 0.06 5.09 4.76 9.85 9.91 9.92 -

平成28年度 5.11 0.04 ▲ 0.05 5.10 4.84 9.94 9.97 9.99 -

平成27年度 5.06 0.04 ▲ 0.05 5.05 4.78 9.83 9.95 9.94 -

（単位：％）

１.滋賀支部の令和６年度保険料率について（見込み）
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C．精算の部分

令和６年度滋賀支部保険料率

平均保険料率

5.2610 ％

共通料率
（全国一律の部分）

4.6006 ％

精算の部分

0.02 ％＋ ＋

９.８９％＝ 【小数点第3位四捨五入】

A．支部毎の医療費に係る部分 B．全国一律の部分

健保法第160条
3項1号

健保法第160条
4項

健保法第160条
3項2号

健保法第160条
3項3号

療養の給付費等
5.3222％

年齢調整
0.0744％

所得調整
▲0.1356％

調整後の療養給付費等に係る保険料率
5.2610％

前期高齢者給付金

後期高齢者支援金

退職者給付拠出金等

（法附則4条の.3、4条の4）

現金給付に要する額

保健事業等に

要する額

業務経費等

借入金償還等

4.6006％

【5.2610％＋4.6006％】
9.8616％

＋

健保法施行規則
第135条の7

令和４年度の支部毎の
収支決算における収支差

0.02％

＋ D．インセンティブ分

令和４年度のインセン
ティブ制度の加減算分

0.01％

インセンティブ分

0.01 ％＋
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１.滋賀支部の令和６年度保険料率について（見込み）
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２．協会けんぽの収支見込（医療分）
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２．協会けんぽの収支見込（医療分）



３．協会けんぽの収支見込（介護分）
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３．協会けんぽの収支見込（介護分）
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